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政
令
第

号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
十
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
及
び
第
五
十
一
条
（
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
・
の
項
中
「
、
石
綿
ス
レ
ー
ト
」
を
削
る
。

第
七
十
九
条
の
四
中
「
第
七
十
七
条
第
三
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
四
号
」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
五
号
」
を
「
第
七
十
七

条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

「

ふ
き
土

下
地
及
び
た
る
き
を
含
み
、
も
や

が
な
い

六
四
〇

を
含
ま
な
い
。

場
合

瓦
ぶ
き

ふ
き
土
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下
地
及
び
た
る
き
を
含
み
、
も
や

が
あ
る

九
八
〇

を
含
ま
な
い
。

第
八
十
四
条
の
表
屋
根
の
項
中

場
合

も
や
に

石
綿
ス

直
接
ふ

二
五
〇

も
や
を
含
ま
な
い
。

レ
ー
ト

く
場
合

ぶ
き

そ
の
他

下
地
及
び
た
る
き
を
含
み
、
も
や

三
四
〇

の
場
合

を
含
ま
な
い
。

」

「

ふ
き
土

下
地
及
び
た
る
き
を
含
み
、
も
や

が
な
い

六
四
〇

を
含
ま
な
い
。

場
合

を

瓦
ぶ
き

に
改
め
る
。

ふ
き
土

下
地
及
び
た
る
き
を
含
み
、
も
や

が
あ
る

九
八
〇

を
含
ま
な
い
。
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場
合

」

第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

・

・

煙
突
の
小
屋
裏
、
天
井
裏
、
床
裏
等
に
あ
る
部
分
は
、
煙
突
の
上
又
は
周
囲
に
た
ま
る
ほ
こ
り
を
煙
突
内
の
廃
ガ

ス
そ
の
他
の
生
成
物
の
熱
に
よ
り
燃
焼
さ
せ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

号
イ
・
中
「
覆
う
部
分
」
の
下
に
「
そ
の
他
当
該
可
燃
材
料
を
煙
突
内
の
廃
ガ
ス
そ
の
他
の
生
成

第
百
十
五
条
第
一
項
第
三

の
熱
に
よ
り
燃
焼
さ
せ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
部
分
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
の

物上
」
の
下
に
「
又
は
周
囲
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
三
条
の
二
中
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
ご
み
焼
却
場
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
ご
み
処
理
施
設
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号

中
「
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
施
設
」
を
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同

号
ニ
中
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
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棄
物
処
理
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物

」
の
下
に
「
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
」
を
加
え
、
同
号
中
カ
及
び
ヨ
を
削
り
、
ワ
を
カ
と
し
、
ヲ
を
ワ
と
し
、
ル

を
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
中
「
別
表
第
五
の
下
欄
」
を
「
別
表
第
三
の
三
」
に
改
め
、
「
物
質
」
の
下
に
「
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

」
を
加
え
、
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヌ

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
が

れ
き
類
の
破
砕
施
設

百
ト
ン

第
百
三
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヨ

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
に
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入
さ

れ
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
。
）
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
分
解
施
設

〇
・
二
ト
ン

タ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
洗
浄
施
設
又
は
分
離
施
設

〇
・
二
ト
ン

レ

焼
却
施
設
（
ニ
、
ヘ
、
リ
及
び
カ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
ト
ン

第
百
三
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
五
号
中
「
ご
み
焼
却
場
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
ご
み
処
理
施
設
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号

中
「
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
」
を
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
条
の
二
の
三
と
す
る
。
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第
百
三
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
位
置
の
制
限
を
受
け
る
処
理
施
設
）

第
百
三
十
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
本
文
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
政
令
で
定
め
る
処
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令

」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
ご
み
処
理
施
設
（
ご
み
焼
却
場
を
除
く
。
）

二

次
に
掲
げ
る
処
理
施
設
（
工
場
そ
の
他
の
建
築
物
に
附
属
す
る
も
の
で
、
当
該
建
築
物
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
み

の
処
理
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）

イ

廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
第
七
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設

ロ

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
十
四
号
に
掲

げ
る
廃
油
処
理
施
設

第
百
三
十
八
条
第
三
項
第
五
号
中
「
そ
の
他
の
」
を
「
又
は
第
百
三
十
条
の
二
の
二
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
二
の
三
中
「
第
百
三
十
条
の
二
の
二
」
を
「
第
百
三
十
条
の
二
の
三
」
に
改
め
る
。
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第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
そ
の
他
の
処
理
施
設
（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
限
る
。
）
」
を

「
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
八
十
四
条
及
び
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三

号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
そ
の
他
の
処
理
施
設
（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
限
る
。
）
」
を
「
産
業
廃
棄
物
処

理
施
設
」
に
改
め
る
。
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一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
条
の
二
第
二

項
第
二
号

二

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号

三

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
三

条
第
二
項
第
二
号



理

由

の
一
部
の

建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

施
行
に
伴
い
、
位
置
の
制
限
を
受
け
る
処
理
施
設
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


